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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本分析

化学会（JSAC）及び財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべ

きとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS K 0108:1983 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 
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日本工業規格       JIS 
 K 0108：2010 
 

排ガス中の硫化水素分析方法 
Methods for determination of hydrogen sulfide in flue gas 

 
1 適用範囲 

この規格は，燃焼，化学反応などに伴って，煙道，煙突，ダクトなどに排出する排ガス中の硫化水素を

分析する方法について規定する。 

警告 この規格に基づいて分析を行う者は，通常の実験室での作業に精通していることを前提とする。

この規格は，この使用に関連して起こるすべての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。こ

の規格の利用者は，各自の責任において安全及び健康に対する適切な措置をとらなければならない。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 0050:2005 化学分析方法通則 

JIS K 0095 排ガス試料採取方法 

JIS K 0114 ガスクロマトグラフ分析通則 

JIS K 0115 吸光光度分析通則 

JIS K 0122 イオン電極測定方法通則 

JIS K 0211 分析化学用語（基礎部門） 

JIS K 0212 分析化学用語（光学部門） 

JIS K 0213 分析化学用語（電気化学部門） 

JIS K 0214 分析化学用語（クロマトグラフィー部門） 

JIS K 0215 分析化学用語（分析機器部門） 

JIS K 0512 水素 

JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 

JIS K 1101 酸素 

JIS K 1105 アルゴン 

JIS K 1107 窒素 

JIS K 8005 容量分析用標準物質 

JIS K 8107 エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物（試薬） 

JIS K 8142 塩化鉄（III）六水和物（試薬） 

JIS K 8180 塩酸（試薬） 

JIS K 8193 二塩化 N,N-ジメチル-p-フェニレンジアンモニウム（試薬） 


